
　【問い合わせ先】市民環境課市民係（内線１２２）、社会福祉課障がい福祉係（内線２０３）

受給者証 該　当　す　る　人 窓　口 必 要 な も の

乳 幼 児
・出生の日から小学校入学前まで (６歳の誕

生日以後の３月３１日まで )

・印鑑

・通帳…市内支店に口座のある

もの（本人または家族名義）

ただし、岩手銀行、ゆうちょ銀

行は市外支店でも可

・受給者本人の健康保険証

・所得証明書…平成２３年１月

１日の住所が陸前高田市以外の

人のみ必要です。前住所地から

所得証明書（所得・課税・控

除・扶養の状況が明記されたも

の）を取得してください。 

妊 産 婦
市民環境課

社会福祉課

重度心身

障がい者

ひとり親

家　　庭

寡　　婦

・妊産婦

( 妊娠５カ月に入る月の初日から出産した月

の翌月の末日まで ) 

・身体障害者手帳の等級が１級または２級の

人

・特別児童扶養手当を受給している人が養育

する障がい児で１級に該当する人

・障害年金１級を受給している人

・療育手帳Ａに該当する人

・児童を監護しているひとり親家庭などの母

または父

・両親がいない児童

・ひとり親家庭などの児童または養育者に養

育されている児童 (１８歳に達した日の属す

る年度の末日まで）

配偶者のない女子であって、かつて配偶者

のない女子として児童を扶養していたこと

のある人

( かつて母子家庭の母であった人 )

１月１５日号

No.881

information

平成２４年 

お知らせ版

　現在、医療費一部負担金免除証明書と医療費受給者証の両方を持っている人は、医療費一部負担金免

除証明書の使用期限が切れる３月１日 ( 木 ) から、医療費受給者証を使用することになります。

　震災後新たに該当となった人 ( 転入した人や、母子手帳、障害者手帳を新たに取得した人、ひとり親に

なった人など ) で、医療費受給者証を持っていない人は申請が必要になりますので、下記の窓口で手続き

をお願いします。

　なお、この制度には所得制限があり、該当しない場合もありますのでご了承ください。

　また、すでに受給者証を持っている人で、住所を変更した人は新しい受給者証を交付しますので、変

更届の提出をお願いします。

乳幼児・妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭
寡婦医療費受給者証の申請について

乳幼児・妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭
寡婦医療費受給者証の申請について



２０１２年（平成２４年）　１月１５日号　②

【
問
い
合
わ
せ
先
】
税
務
課

（
内
線
１
１
４
）、
大
船
渡
税

務
署
（
２
６
ー
３
４
８
１
）

申　告　相　談　会　・　日　程

長部コミセン

矢作コミセン

竹駒コミセン

米崎コミセン

小友コミセン

２月１６日（木）・１７日（金）

２月２０日（月）

２月２１日（火）

２月２２日（水）

２月２３日（木）

下矢作コミセン

生出コミセン

横田コミセン

広田町・喜多公民館

高田町・和野会館

２月２４日（金）

２月２７日（月）

２月２８日（火）

２月２９日（水）～３月２日（金）

３月５日（月）～１５日（木）

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
相
談

を
、
二
月
十
六
日(
木)

か
ら
市

内
各
会
場
で
行
い
ま
す
。

　

十
八
歳
以
上
六
十
五
歳
以
下
の

人
と
、
六
十
六
歳
以
上
で
平
成

二
十
二
年
中
に
公
的
年
金
以
外
の

収
入
の
あ
っ
た
人
に
申
告
書
を
郵

送
し
ま
す
が
、
申
告
の
必
要
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
が
届

か
な
か
っ
た
人
は
、
税
務
課
お
よ

び
各
申
告
会
場
に
用
紙
を
準
備
し

て
い
ま
す
の
で
、
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

　

昨
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
人

で
も
、
申
告
を
し
な
い
と
、
所
得

証
明
書
な
ど
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
合
わ
せ
て
所
得
税
の
確

定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
納
付
・

還
付
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
申

告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
の

金
融
機
関
名
・
口
座
番
号
と
口
座

の
届
出
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
が
必
要
な
人
は
、
日
時
・

会
場
を
確
認
の
上
、
都
合
の
良
い

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
申
告
相
談
受
付
期
間
中
は
、
各

会
場
で
の
み
申
告
を
受
け
付
け
ま

す
。

　

申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま

す
。
時
間
短
縮
の
た
め
、
営
業
等

（
漁
業
）
所
得
、
農
業
所
得
、
不

動
産
所
得
を
申
告
す
る
場
合
や
医

療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
領
収
書
な
ど
の
資
料

を
整
理
・
集
計
し
て
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
の
提
出
は
、
郵

送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
申
告
の
義
務
が
あ
る
人
】

○
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
現

在
、
陸
前
高
田
市
に
住
民
登
録
の

あ
る
人
。

　

所
得
税
の
申
告
と
異
な
り
、
前

年
に
収
入
の
な
か
っ
た
人
で
も
申

告
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
二
十
三
年
中
の
収
入
が
、

１　

給
与
の
み
で
、
勤
務
先
で
年

末
調
整
を
し
て
お
り
、
勤
務
先
か

ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
た
人

２　

公
的
年
金
の
み
の
人
は
、
申

告
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

１　

収
入
・
経
費
の
内
訳
が
分
か

る
資
料

⑴　

給
与
所
得
者

　

平
成
二
十
三
年
分
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票(

源
泉
徴
収
票
を
交

付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
勤
務

先
か
ら
事
前
に
取
り
寄
せ
て
く
だ

さ
い)

⑵　

公
的
年
金
受
給
者

　

平
成
二
十
三
年
分
公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票

⑶　

営
業
等
（
漁
業
）・
農
業
・

不
動
産
所
得
者

　

売
り
上
げ
や
仕
入
れ
の
帳
簿
、

経
費
の
明
細
、
領
収
書
な
ど
の
資

料⑷　

そ
の
他
の
所
得
が
あ
る
人

　

そ
の
他
の
収
入
や
経
費
が
分
か

る
資
料

２　

所
得
控
除
・
税
額
控
除
を
受

け
る
た
め
の
資
料

⑴　

雑
損
控
除
…
災
害
な
ど
に
関

連
し
、
や
む
を
得
な
い
支
出
を
し

た
金
額
の
領
収
書

⑵　

医
療
費
控
除
…
病
院
な
ど
が

発
行
す
る
領
収
書
や
支
払
証
明
書

⑶　

社
会
保
険
料
控
除
…
国
民
年

金
保
険
料
控
除
証
明
書
、
健
康
保

険
、
介
護
保
険
料
等
の
領
収
書

⑷　

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

控
除
…
保
険
会
社
な
ど
が
発
行
す

る
支
払
証
明
書

⑸　

障
害
者
控
除
…
障
害
者
手
帳

な
ど
、
障
害
の
等
級
・
程
度
が
分

か
る
も
の

⑹　

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別

控
除
…
配
偶
者
の
所
得
金
額
が
分

か
る
も
の

⑺　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
…
源
泉
徴
収
票(

原
本)

、
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
、
住
宅
借
入
金
年
末
残
高
証
明
書

３　

申
告
書

　

市
役
所
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ

れ
た
人
は
、
そ
の
申
告
書
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
義

務
が
あ
る
人
で
申
告
書
が
送
付
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
会
場
で
職

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
申
告

書
は
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

４　

印
鑑

　

金
融
機
関
届
出
印
ま
た
は
認
印

(
所
得
税
を
口
座
振
替
で
納
付
す

る
人
は
、
預
金
口
座
の
届
出
印
が

必
要
で
す)

○受付時間：午前８時３０分から午後３時まで ○相談 ( 午前９時から相談終了まで ) ※土・

日曜日は休みです。

平
成
二
十
四
年
度

確定
申告

昨
年
収
入
が
な
く
て
も
申

告
を

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

市
民
税
・
県
民
税
な
ど
の
申
告
相
談
の
お
知
ら
せ



③

　【問い合わせ先】日本政策金融公庫広報部広報課（☎０３－３２７０－１２６６）

①東日本大震災復興特別貸付の拡充　

　震災の影響により業況が悪化している人に対

し、「東日本大震災復興特別貸付」の融資限度

額を別枠化しました。

( 融資限度額 )

国民生活事業 4,800 万円 ( 生活衛生貸付は 5,700

円 )

中小企業事業 7 億 2,000 万円

②設備資金貸付利率特例制度の創設

　被災地域の復興に資する設備資金を資金使途

とする融資は、融資後２年間、適用利率から

0.5％引き下げる「設備資金貸付利率特例制度」

を創設。

　特定被災区域で設備投資を実施し、雇用の維

持または雇用の拡大を図る場合は、全融資期間、

適用利率から 0.5％引き下げ。

③新規開業資金、女性、若者／シニア起業家資

金などの拡充

・「東日本大震災の影響により離職し、新たに創

業する人」に、1,000 万円を限度として融資後

３年間は、基準利率から 1.4％引き下げ ( ３年

経過後は基準利率から 0.5％引き下げ )。

・「特定被災区域において創業する人」に、

1,000 万円を限度に基準利率から 0.5％引き下

げ。

④新創業融資制度の拡充

・融資限度額を拡充 (1,000 万円⇒ 1,500 万円 )

・融資期間を拡充 ( 設備７年以内、運転５年以

内⇒設備 10 年以内、運転７年以内 )

①実質的な無担保・無保証人、実質無利子融資

の対象資金を拡充

　実質的な無担保・無保証人、実質無利子融資

の対象資金に「農業改良資金」および「水産加

工資金」を追加 ( ※農業改良資金は、法定無利

子の資金制度のため、実質的な無担保・無保証

人融資のみを適用 )。

②償還期限・据置期間 ( 各３年間 ) 延長の対象

資金を拡充

　償還期限・据置期間 ( 各３年間 ) 延長の対象

資金に「農業改良資金」および「担い手育成農

地集積資金」を追加。

③農業経営基盤強化資金 ( スーパーＬ資金 ) の

拡充

　借入金の一部を資本とみなすことができる資

本的劣後ローンを創設。

④経営体育成強化資金の拡充

・再建整備資金の融資限度額を個人 1,000 万円

⇒ 2,000 万 円 ( 特 認 1,750 万 円 ⇒ 3,500 万 円、

特定 2,500 万円⇒ 5,000 万円 )、法人 4,000 万円

⇒ 8,000 万円に引き上げ。

・償還円滑化資金の融資限度額を旧負債の償還

元利金の最大５年 ( 特認 10 年⇒ 25 年 ) に引き

上げ。

・本資金の融資額の合計限度額を個人 1 億 5,000

万円⇒ 2 億 5,000 万円、法人 5 億円⇒ 8 億円に

引き上げ。

⑤漁業経営改善支援資金 ( 漁船取得資金および

共同利用施設資金 ) の拡充

　漁業経営改善支援資金 ( 漁船取得資金および

共同利用施設資金 ) の融資限度額の特例対象に

なる事業に漁業・養殖業復興支援事業を追加 (

養殖業を除く )。

⑥漁業経営安定資金 ( 償還円滑化資金 ) の拡充

・借換対象に漁業近代化資金を追加。

・借換対象を、旧負債の償還元利金の最大５年

分⇒ 10 年分に引き上げ ( 漁業種類ごとに融資

限度額があります )

　日本政策金融公庫では、震災被災者の皆さんを支援するために、融資限度額の引き上げや金利引き下

げ措置を講じています。対象になる人は、制度を活用ください。

中小・小規模企業向け融資制度
～限度額や金利引き下げ措置を拡充～

農林漁業および食品産業向け融資制度
　　～震災特例融資に農業改良資金や
　　　　　　　　　　　水産加工資金などを追加～

中小企業や農林漁業を営む皆さんへ

日本政策金融公庫からのお知らせ日本政策金融公庫からのお知らせ



２０１２年（平成２４年）　１月１５日号　④

　【問い合わせ先】農林課林政係 ( 内線２８３・２８４）

　【問い合わせ先】健康推進課保健係 ( 内線２３１）

医　療　機　関　名 連　絡　先

吉田歯科医院

広田歯科医院

きかわだ歯科クリニック

０８０－６０１１－９７７２

０１９２－５６－２７６７

０１９２－５７－１１８８

医　療　機　関　名 連　絡　先

たかた歯科

気仙歯科クリニック

０１９２－５５－５０１１

０１９２－５５－３２３８

　市は、東日本大震災により発生した津波が森林内に浸水し、樹木が枯死する「塩害」が発生していま

す。これらの塩害木は、田畑や家屋・道路・河川などの施設に倒れる恐れがあるため、市がこれを伐採し、

現場の状況に応じて丸太の運搬・破砕処理を行うことができます。塩害木処理を希望する人は、農林課

備え付けの申請書に必要事項を記入し、申請してください。

【事業対象】

　東日本大震災津波に起因する塩害木のうち、

　⑴　道路への倒木により、通行の障害および事故になる危険性があるもの

　⑵　家屋への倒木の危険性があるもの

　⑶　田畑への倒木により、耕作の障害となる危険性があるもの

　⑷　河川・海への倒木により、船舶の運航および養殖業等の障害となる危険性があるもの　など

【事業内容】

　塩害木の伐採、運搬、破砕

【処理費用】

　無償

【提出期限】

　２月１０日（金）

【留意事項】

・本事業では塩害木をがれきとして処理しますので、運搬・破砕後の丸太および枝条にかかる所有権につ

いては放棄していただきます。

・伐採・運搬などは市が委託した業者が行います。

・申請書を提出する人は、該当になる森林の登記簿上の所有者か、その代表相続人、納税管理人など、そ

の立木の処分方法について決定する権利を有する人です。

　市は、満５歳～９歳の子どもを対象にシーラント充填を実施しています。むし歯予防のために、活用

をお願いします。希望する人は、医療機関に直接予約してください。

▽シーラント充填とは　６歳臼歯 ( 第一大臼歯 ) とよばれる奥歯の、かみ合う面 ( 咬合面 ) にできるむし

歯予防の方法です。むし歯になりやすい奥歯の溝を接着力のあるプラスチックで埋めることにより、む

し歯を予防します。

▽対象年齢　本市に住所を有する満５歳～９歳の子ども ( 平成１４年４月１日～平成１８年４月２日生 )

　現在、小学３年生の子どもは、来年度には受けられなくなりますので本年度中に利用してください。

▽料金　無料 ( ４歯分 )

▽持参するもの　医療保険証

▽実施医療機関

満５歳～９歳の子どもの保護者の皆さんへ《シーラント充填を実施》満５歳～９歳の子どもの保護者の皆さんへ

塩害木処理事業のお知らせ塩害木処理事業のお知らせ塩害木処理事業のお知らせ



⑤

　例年、確定申告期は税務署の申告書作成会場が大変混み合います。

　特に本年は、東日本大震災により被災した人からの雑損控除適用などに関する申告相談により、例年

以上の混雑が予想されます。

　国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/) の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、案内に従って金

額等を入力すれば、自宅にいながら確定申告書などを作成できます ( ２４時間利用可能 )。

▽前年の申告相談の状況

※１．３月第３週 ( ３／１４、３／１５) は、東日本大震災がなかった場合の想定値で作成しています。

※２．大船渡税務署の申告書作成会場は、震災の影響により仮設申告会場 ( 大船渡市盛町字内ノ目１１－

３) において、土日祝日を除く午前９時から午後４時まで開設しています。

※３．不明な点は、大船渡税務署 ( ☎２６ー３４８１、自動音声案内 ) まで問い合わせください。

■支社などのない事業所などには、調査員が直接訪問し、

　調査票を配布・回収します。

■支社などを有する企業などには、国、都道府県および

　市が、民間事業者を通じて本社などに調査票を郵送し、

　インターネットまたは郵送で回答していただきます。

平成２４年２月１日現在で、経済センサス‐活動調査を実施

「経済の国勢調査」です。全国すべての企業・事業所が対象です。
調査票は平成24年１月末日までに配布します。２月１日以降に提出をお願いします。

■この調査は、統計法に基づく機関統計調査で、調査票に記入して提出する義務があります。　　　

■提出された内容は、統計作成の目的以外 ( 税の資料など ) には、絶対に使用しません。　　　

総務省・経済産業省・岩手県・陸前高田市　http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/index.htm

確定申告はお早めに
３月に入ると窓口が混み合います

確定申告はお早めに

経済センサス 検索

経済センサス 検索



２０１２年（平成２４年）　１月１５日号　⑥

期　日 相　談　会　場

１月２０日（金）

２月　１日（水）

２月　２日（木）

２月　３日（金）

１月２４日（火）

１月２５日（水）

１月２６日（木）

１月２７日（金）

上長部地区仮設団地

二日市地区第二仮設団地

細根沢地区仮設団地

広田コミセン

滝の里工業団地北側仮設団地

小友コミセン

竹駒コミセン

竹駒小学校仮設団地

モビリアセンターハウス

矢作小学校仮設団地

滝の里工業団地北側仮設団地

西和野仮設団地

上長部仮設団地

サンビレッジ高田（※）

竹駒小学校仮設団地

細根沢地区仮設団地

期　日 時　　　間 相　談　会　場

１月２４日（火）

１月２５日（水）

１月２６日（木）

１月２７日（金）

１月３０日（月）

２月　１日（水）

２月　３日（金）

午前１１時～午後２時

午前１１時～午後２時

午前１１時～午後２時

午後１時～４時

午前１１時～午後２時

正午～午後４時

午前１１時～午後２時

市役所第３仮庁舎中会議室

米崎コミセン第２会議室

滝の里仮設住宅集会所

市役所第３仮庁舎中会議室

広田コミセン屋外プレハブ

高田高校仮設住宅集会所

米崎コミセン第２会議室

　

法
務
局
で
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登
記
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供
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戸
籍
・
人
権
擁
護
な
ど
を
相
談
す

る
休
日
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▽
日
時　

二
月
十
二
日(
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午

前
十
一
時
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後
三
時

▽
場
所　

米
崎
コ
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そ
の
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常
時
フ
リ
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に
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受
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２
０
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４
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五
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～
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岡
地
方
法
務
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０
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９
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ま
で
。

　

現
在
求
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中
の
人
や
、
今
年
三

月
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卒
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予
定
の
高
校
生
お
よ
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大
学
生
、
Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
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ン

希
望
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な
ど
を
対
象
に
就
職
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

二
月
六
日(

月)

午
後

二
時
三
十
分

▽
会
場　

大
船
渡
市
民
文
化
会
館

リ
ア
ス
ホ
ー
ル

▽
内
容　
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加
企
業
の
人
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す
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。
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司
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書
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建
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ど
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門
家
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日
替
わ
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配
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談
会
を
実
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し
て
い
ま
す
。

▽
相
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日　

月
曜
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ら
金
曜
日

▽
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談
対
応
時
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午
～
午
後

二
時
、
午
後
一
時
～
三
時

▽
場
所　

大
船
渡
地
区
合
同
庁
舎

相
談
室

▽
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門
家
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遣
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
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曜　

土
地
家
屋
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査
士

・
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プ

ラ
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ー

・
水
曜　

弁
護
士

・
木
曜　

司
法
書
士

・
金
曜　

建
築
士

▽
相
談
予
約　

前
日
ま
で
に
大
船

渡
地
区
被
災
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に

電
話
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
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セ
ン
タ
ー
相
談
員
へ

の
相
談
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
大
船
渡
地
区
被

災
者
支
援
セ
ン
タ
ー(

☎
２
７
ー

９
９
１
１)

ま
で
。

　

い
わ
て
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
は
、
就
業
に
つ
い
て
悩

ん
で
い
る
人
を
対
象
に
、
出
前
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

一
月
二
十
八
日(

土)

午
前
十
時
～
午
後
四
時

▽
場
所　

大
船
渡
市
民
文
化
会
館

リ
ア
ス
ホ
ー
ル

▽
内
容　

い
わ
て
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
若
者
専
門
相
談

員
に
よ
る
個
別
相
談(

※
相
談
は

事
前
予
約
制
で
す)

▽
対
象　

十
五
歳
か
ら
お
お
む
ね

四
十
歳
未
満
の
仕
事
に
就
い
て
い

な
い
人
と
そ
の
保
護
者

▽
相
談
料　

無
料

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

い
わ
て
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン(

☎
０
１
９
ー
６
５
３
ー

８
４
６
０)

　市は、下表のとおり登録面接会を開催します。

岩
手
県
民
手
帳
、
能
率
手
帳
な

ど
の
販
売
は
、
一
月
二
十
四
日

（
火
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

手
帳
の
販
売
は
一
月
二
十
四
日
（
火
）
ま
で

information

お知らせコーナー

information

お知らせコーナー

日
常
の
困
り
ご
と
に
対
応
し
ま
す

法
務
局
休
日
相
談
所
開
設

合
同
就
職
面
接
会

Ｗ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ 

Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
２
０
１
２

被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
し
ま
す

専
門
家
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催

就
業
に
悩
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ

出
前
相
談
会
を
開
催

▽時間　午前１１時３０分～午後１時３０分
ただし、（※）は正午～午後１時３０分　
　詳しくは、岩手労働局職業安定課（☎
０１９－６０４－３２０３）まで。

岩手労働局　就職支援ナビゲーター出張相談

　詳しくは、オフィス小川（☎０８０－２８２０－７９２０、

担当：吉田）まで。

緊急雇用者登録支援事業「登録面接会」



⑦

　【問い合わせ先】市民環境課 ( 内線１３１）、保育所（園）は社会福祉課（内線２０１）、小　中学校は、
　学校教育課（内線３１４）
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H23.12.21

H23.12.21

H23.12.21

H23.12.21

H23.12.21

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.27

H23.12.14
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H23.12.14

H23.12.14
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0.42
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0.08

0.09

0.09

0.10

0.10

0.09

生出コミセン

二又診療所

飯森公民館

横田コミセン

最終処分場

竹駒コミセン

市役所庁舎前

サンビレッジ

モビリア

矢作保育所

下矢作保育園

横田保育園

竹駒保育園

長部保育所

高田保育所

米崎保育園

小友保育所

広田保育園

矢作小学校

気仙中学校

横田小学校

横田中学校

竹駒小学校

長部小学校

高田小学校

第一中学校

米崎小学校

小友小学校

小友中学校

広田小学校

広田中学校

玄関右脇雨樋

玄関前

玄関左側雨樋

西側倉庫北西角雨樋

埋設場所

正面西側軒下

南側１号棟出入口

玄関右側軒下

センターハウス左側雨樋

遊戯室前雨樋

玄関前雨樋

園庭

玄関前

園出入口排水口

すみれ軒下

のぼり棒下

運動場中央

園庭中央

遊具付近

旧矢作小学校グラウンド

遊具付近

仮設グラウンド

遊具付近

遊具付近

グラウンド

南側仮設グラウンド

仮設グラウンド

グラウンド

グラウンド (テニスコート )

校舎前

グラウンド

５㎝ ５０㎝ １００㎝
測定月日 測 定 場 所 場　所（詳細） 備　考

測　定　結　果

旧米崎保育園

（単位：μ㏜／時）

　※当面の間、毎月１回これらの地点で継続して測定していきます。

　国の安全基準の目安（地上１m で毎時１マイクロシーベルト）を、すべての地点で下回っています。

　※市の基準は、すべての高さで毎時１マイクロシーベルト

■放射能測定結果一覧（１２月分）



町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

１６日（木）

１５日（水）

　７日（火）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

　９日（木）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

　９日（木）

　８日（水）

２８日（火）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

１０日（金）

　２日（木）

　１日（水）

２１日（火）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

１６日（木）

１５日（水）

　７日（火）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

　９日（木）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

　９日（木）

　８日（水）

２８日（火）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

１０日（金）

　２日（木）

　１日（水）

２１日（火）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

１６日（木）

１５日（水）

　７日（火）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

　９日（木）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

　９日（木）

　８日（水）

２８日（火）

１０日（金）

２０日（月）

２１日（火）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

　１日（水）

　２日（木）

　２日（木）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

　８日（水）

　９日（木）

１０日（金）

　２日（木）

　１日（水）

２１日（火）

　３日（金）

１３日（月）

１４日（火）

２０日（月）

２１日（火）

１５日（水）

１６日（木）

１７日（金）

２７日（月）

２８日（火）

２２日（水）

２３日（木）

２３日（木）

２４日（金）

　６日（月）

　７日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

２月　１日

（水）

２月　８日

（水）

２月１５日

（水）

２月２２日

（水）

２０１２年（平成２４年）　１月１５日号　⑧

◆編集・発行◆　陸前高田市企画部協働推進室　〒０２９－２２９２ 岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２番地５　☎０１９２　２１１１（内線１７２）
　　　　　　　　ホームページ http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp　Ｅメール kyoudou@city.rikuzentakata.iwate.jp

５４

　指定ごみ袋などには行政区と世帯主の氏名を記入し、当日の朝 8 時

30 分までに集積場所に出してください。

・仮設住宅に住んでいる人

は、仮設住宅専用の集積場

所に出してください。

　学校専用の集積場所など

には出さないでください。

・布団やブルーシートを出

す際は、小さくたたんで、

丈夫なひもでしばって出し

てください。

・段ボールは５０㎝×６０

㎝以内の大きさにして、紙

ひもでしばって出してくだ

さい。

・１ｍを超えるものや、ご

みを多量に出す場合は、清

掃センターに直接持ち込ん

でください。

●ごみは指定の袋で出すようにしてください。

●清掃センターでは、事業者から出る発泡スチロールやＰＰバンドに

　ついては受け入れしませんので、持ち込まないようにしてください。

●庭先や空き地での家庭ごみの焼却は禁止されています。

　詳しくは、市民環境課環境安全係（内線１３０）まで

※天候、道路状況などにより巡回時間に遅れる場合や、停車場所を周辺に移動する場合があります。また、

悪天候などにより巡回を中止する場合があります。

※３月は回収作業となります。日程は改めてお知らせします。

　詳しくは、生涯学習課 ( 内線３０３) まで。

移動図書館車「やまびこ号」２月運行案内

燃えないごみ・空きびん・新聞・チラシほか収集日

移動図書館車「やまびこ号」２月運行案内

燃えるごみ収集日

※祝日は収集しません。

ごみを出す際の注意

２月のごみ収集日について２月のごみ収集日について

移動図書館車「やまびこ号」２月運行案内

ごみを出す際の注意


